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１－１ 制度の
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には、自治会

の充実が必要不可欠となります。

しかしながら、地域の中で、

を求めているのか

という課題があります。

そこで

ていただき、この情報を支援組織と

よる共助

ています。

なお、東日本大震災の甚大な被害を教訓に、平成２５年６月の災害対策基

本法の一部改正により、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義

務付けられ

さらに、令和元年台風第１９号等

ことなどから

難計画」

市では、対象となる方に対して、個人情報を避難支援等関係者（自治会や

民生委員・社会福祉協議会などの支援する方

確認を行ったうえ、

「避難行動

「個別避難計画」

緊急時に孤立することを防ぐため、地域での声掛け

や見守り活動とともに、災害時の避難支援に向けた

体制づくりを
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１－２ 対象となる方 

障がいのある方や介護が必要な方など、災害時に自ら避難することが困難

な方（避難行動要支援者）で、下記に該当する方です。 

なお、施設や病院などに長期入所・入院されている方は対象となりません。 

 
 

◆ 身体障害者手帳１又は２級に該当する方 

◆ 療育手帳Ａ判定に該当する方 

◆ 要介護３以上に該当する方 
 
※その他、避難支援を要する方 

（家族などの支援が望めない独り暮らしの方など） 
 

 

１－３ 名簿（リスト及び個票）の取扱いの流れについて 
※名簿とは、リスト及び個票の総称を指します。 
■対象者ご自身で判断していただき（または家族や民生委員等の助言により）、

登録の申込をしてください。代理での申込も可能です。    
■民生委員の皆さまには、地域で「その他、避難支援を要する方（家族などの

支援が望めない独り暮らしの方など）」への説明や支援をお願いします。 
 

名簿の取扱いの流れについて 
 

 

・・・・・・・・・

登録完了の連絡（市）

新規登録の場合

補足事項

本人からの申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・家族、民生委員等の代理申込可

↓
登録の手続き（市） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・担当：危機対策・防災担当

↓

郵送で連絡 民生委員地区長会議で連絡 個票のみ送付

↓ ↓ ↓ （リストは年1回の更新）

本人 協力自治会 民生委員地区長

↓
担当の民生委員
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【民生委員・協力自治会の登録変更方法】 
■要支援者についての「新規登録」、「登録抹消」、「内容変更」があった場合

は、リストに直接、手書きで修正内容を記載してください。  
■名簿の一斉交付は年１回（７月頃）行います。    
■個票の差し替え方法は任意とします。（毎月更新しており、メモ等を記載して

いる方もいるため）       
■差し替えにより不要となった個票は、年１回（７月頃）の一斉交付時に所属団

体でとりまとめ、市へ返却してください。 
 

 

■地域の中の要配慮者や避難行動要支援者のイメージ図 
   

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・

本人からの届出 市で覚知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家族、民生委員等の代理届出可

登録抹消（転出、入院・入所、死亡など）・内容変更の場合
補足事項

登録抹消・内容変更の連絡（市）

個票のみ送付

（リストは年1回の更新）

↓
登録抹消・内容変更の手続き（市） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・担当：危機対策・防災担当

↓

民生委員地区長

↓
担当の民生委員

郵送で連絡 民生委員地区長会議で連絡

↓

協力自治会

↓

地域住民 
要配慮者 

（高齢者・障がい者・妊婦・外国人・旅行者等） 

避難行動要支援者 
（自力での避難が難しい方） 

※江別市で名簿を作成しています 



 

 

１－４ 登録

 登録の申込

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１－５ 登録
  対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
同意される方は、登録申込書
うえ、市（総務部
 
■避難行動要支援者の

氏名

支援を必要とする理由等
 

■個別避難計画に記載
  上記の名簿情報のほか、下記の内容

避難支援
氏名、住所、連絡先、支援内容

 

 

 

 

 

 

 

 

自力で

避難できる

申込は必要

ありません

はい 

 スタート

登録申込の

申込ができ

登録申込方法
対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について

同意される方は、登録申込書
（総務部 

■避難行動要支援者の

氏名 生年月日

支援を必要とする理由等

■個別避難計画に記載
上記の名簿情報のほか、下記の内容

避難支援等
氏名、住所、連絡先、支援内容

自力で 

避難できる 

は必要

ありません 

いい
スタート  

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように
避難させるか」を事前に決めておくための
計画を「個別避難計画」といいます。
 
※個別避難計画の作成方法については、

別冊の
ごらんください。

の流れ 

できるかどうか

申込方法 
対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について

同意される方は、登録申込書
 危機対策・防災担当）

■避難行動要支援者の名簿に

生年月日 

支援を必要とする理由等

■個別避難計画に記載される内容
上記の名簿情報のほか、下記の内容

等実施者の
氏名、住所、連絡先、支援内容

家族の

避難できる

申込

ありません

はい

いえ 

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように
避難させるか」を事前に決めておくための
計画を「個別避難計画」といいます。

個別避難計画の作成方法については、
の「個別避難計画作成の手引」を

ごらんください。

るかどうかは、下記の

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
同意される方は、登録申込書（P1３～１４

危機対策・防災担当）

名簿に記載

 性別 

支援を必要とする理由等（身体状況、障がい

される内容
上記の名簿情報のほか、下記の内容

実施者の 
氏名、住所、連絡先、支援内容 難先や

家族の力で 

避難できる 

申込は必要

ありません 

はい 

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように
避難させるか」を事前に決めておくための
計画を「個別避難計画」といいます。

個別避難計画の作成方法については、
「個別避難計画作成の手引」を

ごらんください。                             
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、下記の表で確認してください。

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
３～１４「第１号様式」）

危機対策・防災担当）にお

記載される内容

 住所

身体状況、障がい

される内容 （※個別避難計画を
上記の名簿情報のほか、下記の内容等を追記します。

安全な避難
難先や移動手段

個人情報の提

供に同意する

いいえ 

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように
避難させるか」を事前に決めておくための
計画を「個別避難計画」といいます。

個別避難計画の作成方法については、
「個別避難計画作成の手引」を

                             

で確認してください。

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
「第１号様式」）
お申し込みください。

される内容 

住所 連絡先

身体状況、障がい等級など

（※個別避難計画を
等を追記します。

避難のために
移動手段、避難時の留意事項など）

個人情報の提

供に同意する

申込できます

はい 

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように
避難させるか」を事前に決めておくための
計画を「個別避難計画」といいます。 

個別避難計画の作成方法については、 
「個別避難計画作成の手引」を 

                             

で確認してください。

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
「第１号様式」）に必要事項を記入の

し込みください。

連絡先 

等級など） 

（※個別避難計画を作成
等を追記します。 

ために確認して
、避難時の留意事項など）

個人情報の提

供に同意する 

できます 

いいえ

                             

で確認してください。 

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
に必要事項を記入の

し込みください。 

世帯の状況

緊急連絡先

作成した場合）

確認しておく情報（避
、避難時の留意事項など）

申込

できません

いえ 

                             

対象となる方で、平時から避難支援等関係者への個人情報の提供について
に必要事項を記入の

世帯の状況 

緊急連絡先 

場合） 

おく情報（避
、避難時の留意事項など） 

申込 

できません 

 



 

 

１－６ 名簿の

作成された
社会福祉協議会

この制度は地域の助け合い
うとするものです。
支援を受けられるとは限りません。

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で
気軽に話せる関係づくりを心がけ
 
■避難行動要支援者
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

避難行動要支援者

名簿の取扱い

作成された名簿
社会福祉協議会など

この制度は地域の助け合い
うとするものです。
支援を受けられるとは限りません。

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で
気軽に話せる関係づくりを心がけ

■避難行動要支援者

避難支援等は
声かけや

避難行動要支援者

④声かけ
見守り
避難支援等

取扱いについて

名簿は、避難支援等関係者
など）に提供し、必要な情報を共有します。

この制度は地域の助け合い
うとするものです。 登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず
支援を受けられるとは限りません。

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で
気軽に話せる関係づくりを心がけ

■避難行動要支援者避難

避難支援等は、避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
けや避難支援

避難行動要支援者 

声かけ 
見守り 
避難支援等

について 

避難支援等関係者
）に提供し、必要な情報を共有します。

この制度は地域の助け合い（共助）
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

支援を受けられるとは限りません。 
また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので

はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で
気軽に話せる関係づくりを心がけましょう

避難支援制度の全

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
避難支援など、無理のない

避難支援等関係者

（自治会、民生委員・児童委員など

①申込
（登録の同意）

避難支援等 

③登録完了
（個別避難計画
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避難支援等関係者（自治会や民生委員、消防、警察、
）に提供し、必要な情報を共有します。

（共助）により、少しでも災害時の被害を減らそ
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

 
また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので

はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で

ましょう。 

支援制度の全体イメージ

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
無理のない

避難支援等関係者

自治会、民生委員・児童委員など

申込書の提出
（登録の同意）

完了の通知
（個別避難計画の

（自治会や民生委員、消防、警察、
）に提供し、必要な情報を共有します。

により、少しでも災害時の被害を減らそ
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で

体イメージ 

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
無理のない範囲で行われるものです。

避難支援等関係者 

自治会、民生委員・児童委員など

書の提出 
（登録の同意） 

の通知 
の作成依頼

（自治会や民生委員、消防、警察、
）に提供し、必要な情報を共有します。 

により、少しでも災害時の被害を減らそ
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で

 

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
行われるものです。

 

自治会、民生委員・児童委員など） 

②

依頼） 

（自治会や民生委員、消防、警察、

により、少しでも災害時の被害を減らそ
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで
行われるものです。

②制度への

③名簿の
（個別避難計画
作成協力依頼）

（自治会や民生委員、消防、警察、

により、少しでも災害時の被害を減らそ
登録したからといって、災害の程度や状況によっては、必ず

また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うもので
はありません。支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を
もって、避難に必要な取り組みを行い、支援にあたる方と普段から地域の中で

避難のお手伝いをする方の安全が確保されたうえで、 
行われるものです。 

への登録 

名簿の提供 
（個別避難計画
作成協力依頼）

 
（個別避難計画の
作成協力依頼） 



 

２ 平常時の活動
 
２－１ 名簿の提供先

市は、要支援
に提供します。

 
◆自治会（制度
◆民生委員
◆消防
◆警察
◆社会福祉協議会

 
２－２ 自治会への名簿の提供について

避難行動
支援等関係者
付することが災害対策基本法で認められています。

この制度への協力を了承していただける自治会は、
記載されている自治会規約を報告いただく
を交わす

 
【必要な事項】
 ◆必ず自治会内で
  （例：会長、副会長、防災担当役員など）
 ◆名簿の取り扱いについて
   市で覚書を交わす
  （覚書などの様式は、市で提供可能です
 
２－３ 個人情報の管理
 同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。

◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、

りしないようにしてください。
 
 

平常時の活動

名簿の提供先
市は、要支援者から

に提供します。 

自治会（制度
民生委員 
消防 
警察 
社会福祉協議会

自治会への名簿の提供について
避難行動要支援者

支援等関係者（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など
することが災害対策基本法で認められています。
この制度への協力を了承していただける自治会は、

記載されている自治会規約を報告いただく
を交わす」ことで、名簿を受け取ることが

【必要な事項】 
自治会内で

（例：会長、副会長、防災担当役員など）
名簿の取り扱いについて
市で覚書を交わす

（覚書などの様式は、市で提供可能です

個人情報の管理
同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体

において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし
◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを

必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。
◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、

りしないようにしてください。

平常時の活動  

名簿の提供先 

者からの名簿

自治会（制度への協力を了承している自治会）

社会福祉協議会 

自治会への名簿の提供について
要支援者の名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難

（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など
することが災害対策基本法で認められています。
この制度への協力を了承していただける自治会は、

記載されている自治会規約を報告いただく
ことで、名簿を受け取ることが

自治会内で「誰が」名簿を管理
（例：会長、副会長、防災担当役員など）
名簿の取り扱いについて
市で覚書を交わす」などの

（覚書などの様式は、市で提供可能です

個人情報の管理 
同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体

において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし
◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを

必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。
◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、

りしないようにしてください。

名簿への登録

の協力を了承している自治会）

自治会への名簿の提供について
名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難

（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など
することが災害対策基本法で認められています。
この制度への協力を了承していただける自治会は、

記載されている自治会規約を報告いただく
ことで、名簿を受け取ることが

「誰が」名簿を管理
（例：会長、副会長、防災担当役員など）
名簿の取り扱いについて「自治会の規約で定める」または

などの整備
（覚書などの様式は、市で提供可能です

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。

◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、

りしないようにしてください。 
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への登録申込に基づき作成した

の協力を了承している自治会）

自治会への名簿の提供について（制度への協力を了承している自治会）

名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難
（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など

することが災害対策基本法で認められています。
この制度への協力を了承していただける自治会は、

記載されている自治会規約を報告いただく」
ことで、名簿を受け取ることができ

「誰が」名簿を管理するのか
（例：会長、副会長、防災担当役員など） 

「自治会の規約で定める」または
整備をします。

（覚書などの様式は、市で提供可能ですので、お声かけください

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。

◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、

申込に基づき作成した

の協力を了承している自治会） 

（制度への協力を了承している自治会）

名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難
（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など

することが災害対策基本法で認められています。 
この制度への協力を了承していただける自治会は、

」または「
できます。 

るのかを確認
 

「自治会の規約で定める」または
します。 

ので、お声かけください

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたし

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。

◆支援する方は、個人情報をむやみに口外したり、支援目的以外に使用した

申込に基づき作成した

 

（制度への協力を了承している自治会）

名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難
（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など

この制度への協力を了承していただける自治会は、「市へこの制度について
「市と制度についての覚書

を確認します。

「自治会の規約で定める」または「

ので、お声かけください

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
において適正に管理し、支援以外の目的には使用いたしません。

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。

支援目的以外に使用した

申込に基づき作成した名簿を下記の

（制度への協力を了承している自治会）

名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難
（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など

へこの制度について
市と制度についての覚書

します。 

「自治会役員と

ので、お声かけください） 

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体
ません。 

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを
必要かつ最小限の範囲で、支援者に伝えることができます。 

支援目的以外に使用した

下記の方

（制度への協力を了承している自治会） 

名簿は、「避難支援等の実施に必要な限度」で「避難
（自治会や民生委員、消防、警察、社会福祉協議会など）」へ配

へこの制度について
市と制度についての覚書

自治会役員と 

同意いただいた個人情報については、行政、関係機関及び地域の関係団体

◆名簿の情報は、実際に支援する方が受け持つ要支援者に係る情報のみを

支援目的以外に使用した



 

２－４ 名簿の活用について
名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
災害が起きた際に

けていただく
自治会の防災活動の一環として、要支援

への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿
を活用してください。

 

 

 

 

２－５ 支援

  災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

援者（避難支援等実施者）

方法があります。

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です

  理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

も複数の方が支援者とな

「絶対にそうでなくてはならない」

  各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

  また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

名簿の活用について
名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
災害が起きた際に

けていただくことが、いざという
自治会の防災活動の一環として、要支援

への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿
を活用してください。

支援者（避難支援等実施者）

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

（避難支援等実施者）

方法があります。なお

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

も複数の方が支援者とな

「絶対にそうでなくてはならない」

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

名簿の活用について
名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
災害が起きた際に、支援が必要となる要支援者の状況を

ことが、いざという
自治会の防災活動の一環として、要支援

への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿
を活用してください。 

（避難支援等実施者）

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

（避難支援等実施者）

なお、「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

も複数の方が支援者となること

「絶対にそうでなくてはならない」

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

名簿の活用について 
名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。

支援が必要となる要支援者の状況を
ことが、いざというときの速やかな支援につながります。

自治会の防災活動の一環として、要支援
への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿

（避難支援等実施者）

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

（避難支援等実施者）」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

ることが望ましいですが、それぞれに事情があるため

「絶対にそうでなくてはならない」というものではありません。

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

7 

名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
支援が必要となる要支援者の状況を

の速やかな支援につながります。
自治会の防災活動の一環として、要支援

への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿

（避難支援等実施者）について

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

望ましいですが、それぞれに事情があるため

というものではありません。

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
支援が必要となる要支援者の状況を

の速やかな支援につながります。
自治会の防災活動の一環として、要支援者 

への声かけ、見守り活動等を行う際に、この名簿 

について 

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい

要支援者と支援者で共有しておくと安心です。 

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで

望ましいですが、それぞれに事情があるため

というものではありません。

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
「個別避難計画作成の手引」をごらんください。

名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。
支援が必要となる要支援者の状況を日ごろから気にか

の速やかな支援につながります。

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

を事前に決めておくための計画を「個別避難計画」といい、事前に作成の上、

理想としては、対象となる要支援者の近隣にお住まいで、負担軽減のために

望ましいですが、それぞれに事情があるため

というものではありません。 

各自治会等の実情に合わせた方法を検討してください。 

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

※個別避難計画の作成方法については、別冊の
                             

名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。

日ごろから気にか
の速やかな支援につながります。 

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

、事前に作成の上、

、負担軽減のために

望ましいですが、それぞれに事情があるため

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。

                             

名簿は、それぞれの自治会での防災に関する活動に活用してください。 

日ごろから気にか

災害が起きた際に、要支援者の方の安否確認や避難誘導をするために「支

」として自治会等であらかじめ担当者を決めておく

「（要支援者を）誰が、どこに、どのように避難させるか」

、事前に作成の上、

、負担軽減のために

望ましいですが、それぞれに事情があるため

また、相談等がありましたら、市（危機対策・防災担当）までご連絡ください。 
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２－6 個別避難計画の取扱いについて 

  個別避難計画が作成された場合、その写しを作成し、要支援者本人と支

援者（避難支援等実施者）のほか、自治会や民生委員、社会福祉協議会な

ど、避難支援等の実施に必要な範囲で情報を共有します。 

個別避難計画の写しを提供された関係者は、情報の漏えいや拡散がない
よう、適切に管理してください。（２－３ 個人情報の管理 参照） 

 

 

２－７ 民生委員・児童委員の協力 
民生委員・児童委員の方には、市から提供された名簿の対象者を日ごろ

からの民生委員・児童委員の活動に合わせ、無理のない範囲で訪問等して
いただき、災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法等について、
必要な確認を行っていただきますようお願いいたします。 

    また、要支援者と日ごろの近所付き合いがある方で、支援をお願いしたい
方がいるかどうか尋ねるなど、要支援者と支援する方の結び付きの橋渡しに
努めるようにしてください。 

さらに、こうした情報を事前にまとめた「個別避難計画」の作成にもご協力
ください。 

 
２－８ 訪問や確認が困難な場合には 
   要支援者や対象となる方への訪問や確認が困難である場合は、市役所危

機対策・防災担当（℡３８１－１４０７）までご連絡ください。 
 
２－９ 見守り活動 
   日ごろから要支援者の様子を気にかけていただくことが、いざというときの

速やかな支援につながります。 
   地域の災害への備えとして、災害時の安否確認・避難誘導などの支援体

制づくりを進める活動を通じて、日ごろから支援する方同士の話し合いや要
支援者の方に対する声かけ、見守り活動等に心がけ、地域コミュニティの強
化につなげていただきますようお願いいたします。 
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３ 大規模災害時の活動  
 
３－１ 避難情報の発令 

市は、「災害のおそれがある」場合や「災害のおそれが高い」場合に下記の
発令を行います。 

 
▼災害のおそれあり → 警戒レベル３ 高齢者等避難 
▼災害のおそれ高い → 警戒レベル４ 避難指示 
▼災害の発生・切迫 → 警戒レベル５ 緊急安全確保 

※避難行動要支援者が避難を開始する目安の段階です 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの避難情報や発令対象地区は、下記の方法でお知らせします 
 

◆防災情報提供サービス（電話・メール・FAX） 
◆テレビ・ラジオ 
◆広報車 
◆市ホームページ 
◆SNS（LINE・X（旧ツイッター）・フェイスブック） 
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３－２ 安否確認・情報の伝達 
災害の種類や規模、時間帯などによって、本ガイドどおりの支援ができない

状況も想定されますが、実際の状況に照らしながら、まず安否確認等をして
いただきますようお願いいたします。 

安否確認を行う場合は、地域の実情に応じて、身の危険を感じるような場
合には、まず自分自身と家族の安全を最優先に考え、無理のない範囲で安
否確認をお願いいたします。 

また、要支援者の中には災害情報等を得ることが困難な方々もいますので、
支援する方は安否確認を行うとともに、入手した情報を伝達するようにしてく
ださい。 

安否確認の結果、安全が確認された場合については、市や消防、警察、自
治会などが情報を集約する際に状況を報告してください。 

 
３－３ 救出・救助 

安否確認の際に、要支援者が負傷しているなど、救出・救助が必要と判断
した場合には、近隣住民の協力を得た上で、要支援者の状態に応じ、救出・
救助活動をするようにしてください。 

なお、救出にあたっては、二次災害の危険性もありますので、決して無理は
せず、可能な範囲での活動をするようにしてください。 

また、救出が不可能な場合等には、消防（１１９）や警察（１１０）に連絡する
ようにしてください。 

 
３－４ 避難支援 

要支援者の無事を確認した後、避難指示等が出ている場合や、建物の倒
壊や火災の延焼拡大等により身の危険がある場合には、避難所等への避難
が必要となります。要支援者の方が家族等の支援によっても避難が困難な
場合は、避難支援の協力をしていただきますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
  

上記の支援を実施するに当たり、「個別避難計画」が事前に作成さ
れている場合は、計画に記載された内容を確認し、計画に記載された
「支援者（避難支援等実施者）」と協力しながら、必要な支援を行って
ください。 
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その他 よくある質問 
 
Q：災害時に市民の生命・財産を守るのは、市の役割ではないのか？ 
Ａ：災害が起きたとき、市は迅速・的確な判断で動くように努めますが、職員体

制や配備人員にも限界があります。災害からの救助活動は時間との戦いで
すから、自治会や民生委員など地域のみなさまのご協力があれば、より早く、
より多くの市民の生命や財産を守ることが可能となります。 

 
Ｑ：避難行動要支援者避難支援制度に登録しないと助けてもらえないのか？ 
Ａ：災害が発生した際、市は避難行動要支援者避難支援制度への登録の有無

にかかわらず、救助活動を実施します。 
この際に、自治会や民生委員・児童委員等から、要支援者に関する情報

（避難確認済みや避難困難で在宅しているなど）を市へいただけると、より効
率的な救助活動を行うことができますので、積極的な情報提供にご協力をお
願いいたします。 

 
Ｑ：自治会など支援する側の責任が重すぎないか？ 
Ａ： 避難行動への支援は、地域の助け合いの範囲でお願いするもので、支援

者は義務や法的責任を負うものではありません。また、危険な作業をお願い
するものでもありません。 

自分と家族の安全を確認した後、余裕がある場合に、できる範囲での支
援にご協力ください。 

 
Ｑ：名簿に記載されている要支援者の方の他にも、地域で把握している要支援

者の方がいる場合はどうすればよいか？ 
Ａ：ご本人へこの制度の説明をしていただき、登録するかしないかの確認をして

ください。登録を希望する場合は、市危機対策・防災担当まで申込書を提出
するか、ご連絡するようお伝えください。代理での申込み等も可能です。 

  
 【連絡先・申込書等の提出先】 
  江別市役所 総務部 危機対策・防災担当 
   

〒０６７―８６７４  江別市高砂町６ 
電話：０１１－３８１－１４０７ 
FAX：０１１－３８１－１０７０ 

  メール：kikitaisaku@city.ebetsu.lg.jp 
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４ 各種様式  
 

■第１号様式  
「避難行動要支援者避難支援制度 登録申込書」 
■第２号様式  
「避難行動要支援者避難支援制度 登録内容変更・登録抹消届出書」  

 
  様式は両面印刷して使用できます。 
  また、江別市のホームページからダウンロードすることも可能です。 
   （「避難行動要支援者避難支援制度」で検索） 
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避難行動要支援者避難支援制度 

ガイド 
 

令和６（2024）年 9 月発行 

 

 

【問い合わせ・申込書等の提出先】 

江別市役所 総務部 危機対策・防災担当 

〒067-8674 江別市高砂町 6 番地 

電話：011-381-1407  FAX：011-381-1070 

E-mail：kikitaisaku@city.ebetsu.lg.jp 

 


